
＜対策のポイント＞
中山間地域等において、地域別農業振興計画に基づき、収益力向上や販売力強化等に関する取組※、複数集落の機能を補完する農村RMOの形成※の
ほか、棚田地域振興に関する取組を支援します。

＜事業目標＞
中山間地域等において、地域資源を活用した商品開発等による付加価値向上や販路開拓に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（300地区［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．中山間地農業ルネッサンス推進事業
① 中山間地農業ルネッサンス推進支援：地域の特色をいかした取組等を支援します。
② 元気な地域創出モデル支援：収益力向上等に関する取組、デジタル技術の導入・定着を支援します。
【事業期間：上限３年、交付率：定額（上限3,000万円 (年基準額：1,000万円)）】
２．農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
① 農村RMOモデル形成支援
ア 活動着手支援型：遊休農地活用の開始など、農村RMOの形成につなげる取組を支援します。
イ 一般型：むらづくり協議会等が行う調査、計画作成、実証事業等を支援します。
【事業期間：上限３年、交付率：定額（上限3,000万円 (年基準額：1,000万円)）】
※地域計画と連携した農用地保全の取組を行う場合は年基準額1,200万円

ウ 地域連携型：活動継続計画の策定や地方公共団体等と連携した取組を支援します。
【事業期間：上限５年、交付率：定額 (上限300万円 (将来ビジョン、活動継続計画策定))、
1/2以内 (上限600万円 (ビジョンに基づく調査、計画作成、実証事業等の取組。
ただし、初年度と最終年度は上限300万円))】

② 農村RMO形成伴走支援
 協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組を支援します。

３．棚田地域振興対策推進事業
① 地域外との橋渡し支援・人材確保の土台づくり：人材確保・育成のための取組を支援します。
② 先進的機器の導入による共同活動支援：先進的機器の棚田地域への導入・定着を支援します。
【事業期間：上限３年、交付率：定額（①上限50万円/年、②上限100万円/年）】

                       

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）
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３．棚田地域振興対策推進事業
① 地域外との橋渡し支援・
人材確保の土台づくり ② 先導的機器の導入による共同活動支援

自動給水栓リモコン式草刈機 ドローン

地域外からの人材の
受け皿を整備

１．② 元気な地域創出モデル支援

※ 対象地域：８法指定地域等

75－６ 農山漁村振興交付金のうち
中山間地農業推進対策 令和８年度予算概算要求額 8,575百万円（前年度 7,389百万円）の内数

＜事業の流れ＞

国
都道府県、民間団体

都道府県 市町村、地域協議会
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